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要旨 

本研究では、青少年向け居場所施設で働くユースワーカーが、青少年の変化を志向した

関わりにおいてどのような配慮を行っているか、居場所における教育的意図の位置づけと

いう観点から明らかにすることを目的とした。特に新たな活動への促しという実践に着目

し、促した後においていかに促しに応じない自由を確保しているのかを明らかにした。ス

タッフへインタビュー調査を行い、発言データを質的に分析した。その結果、促した後に

おいてもスタッフは相手の拒否感に注意を配り、ときにそれを見取ることの困難を認識し

て様々な工夫を行っていた。拒否感を見取った場合、たとえ活動が開始していたとしても

柔軟に先送りして日常的交流へと戻っていた。これによって、自らの教育的意図を持った

関わりが青少年の本意にそぐわない押しつけとなることを回避していた。 

 

キーワード 

青少年教育政策、居場所施設、ユースワーク、専門性 

 

Ⅰ. 研究背景と問題関心：青少年教育政策におけるユニバーサル・アプローチとユースワ

ークの専門性 

青少年教育政策において、就学・就労や生活上の困難を抱えた者のみならず、すべての

青少年を包摂して成長支援を行うアプローチの必要性が説かれている。このアプローチで

は、青少年の文化・世界に寄り添いながら大人への移行を支えるインフォーマルな教育的

営みとしてのユースワークが支援の要となっている 1)。 

近年では実践者や研究者によって子ども・若者支援政策やその他の専門職との関係を踏

まえつつ、ユースワークの担い手（ユースワーカー）の力量形成や専門性に関する検討が

なされている。これらの議論は、組織的な担い手養成の観点から、ユースワーカーに求め

られる態度や、資質・能力を「ナレッジ」「スキル」「マインド」「センス」という形で構造

的に定式化しつつ、養成プログラム開発に取り組んでいる 2)。 
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他方、ユースワークはさまざまな現場で行われており、担い手の専門性もそれぞれの現

場の体制や実施形態等に大きく依存している。したがってユースワークの専門性も、担い

手個人に帰属されるというより、個々の現場の状況との関係で把握される必要がある 3)。

専門性を現場の実践に差し戻して考えることで、青少年にとっての望ましい状況をつくり

上げる専門的実践が具体的にどのようなものかを明らかにすることができるだろう 4)。本

研究もこの方針の下、ユースワーカーの専門性を現場で行われる実践の中で発揮されるも

のと捉える。 

現在、日本で多くのユースワークが青少年向け居場所施設で行われていることから 5)、

以下では居場所施設スタッフとしての実態に即して議論を進める。 

 

Ⅱ. 先行研究の検討 

1. 居場所施設における教育的営みと、着目する実践 

本章では、ユースワーカーの専門性を居場所づくりの文脈に位置づけて把握するために、

居場所がどのような特徴を持った場として構想され、そうした場をつくり上げるために、

スタッフにいかなる力量が求められるのかを確認する。 

居場所づくりは、1980 年代以降、不登校や生きづらさ、学校から大人社会への移行上の

困難を背景としつつ、そうした問題を抱えていないひとびとをも包摂する場づくりとして、

実践的にも研究的にも関心を集めてきた。青少年向け居場所施設の設置も、この一環とし

て進められてきた 6)。 

居場所は、安心でき信頼できる他者によってありのままの姿が受け入れられる場と、他

者や社会へ積極的に関わる場という二つの面を持つ 7)。これは、居場所がもともと家庭・

学校といった義務感から解放される自由な場と見なされる一方、大人社会から「退避」す

る空間にとどまらず、そこで得た安心感を契機としつつ社会とつながる場としての意義が

見いだされてきたためだ 8)。そうした場を大人の関与によってつくりあげる居場所づくり

の現場では、青少年が特定の状態へと変化することを望む教育的意図は免れない 9)。だが

同時に、それが一方的なものとなり大人や既存の社会が望む変化を貫徹しようとすること

は、本人にとって居場所感覚の喪失につながる 10）。 

これを防ぐため、居場所づくりにおいて大人側の教育的意図は独特の位置に置かれる。

すなわちそこでの意図は、青少年が居場所で過ごすありかたを一方的に決めつけてしまう

ものではないこと 11)、したがって仮に教育的意図があったとしても相手に向けて明示され

ないか、または明示されたとしてもそれに応じない自由が確保されていることが求められ

る 12)。居場所施設で行われるインフォーマルな教育的営み＝ユースワークの核心も、ここ

にある。そうであるならば、ユースワークの過程で、このような意図の位置づけに基づく

働きかけが、どのような形で達成されているのかを明らかにすることは、ユースワークの

専門性を実践に即して理解することにつながるだろう。 

居場所施設で行われる教育的働きかけは様々だが（たとえばスタッフと関わろうとしな

い利用者へねばり強く声をかけ続けることや、他者とのトラブルになった利用者がいた際

に介入して話し合いの場を設けることなど）、ここでは新たな活動へ向かうことを意図し

て行われる働きかけに注目したい。体験・活動を通しての学びを重視するユースワークに

とって、こうした機会へ若者をつなぐことは重要な実践と考えられるためだ 13)。なお、す
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でに述べたように、この実践における専門性とは、新しい活動の開始を首尾よく導けたか

どうかではなく、教育的意図を明示しないか、あるいは意図を明示したとしてもそれに応

えない自由を確保するという適切なやり方で
、、、、、、、

働きかけが行われたかどうかという点にある。 

 

2. 新たな活動に向けた働きかけに関する先行研究の検討  

居場所づくりやそれに類する活動に着目してきた社会教育研究や若者研究では、新たな

活動へ向かうことを意図して行われる働きかけがたびたび取りあげられてきた。 

これまで注目されてきた新たな活動に向けた働きかけは、大きく二つの種類がある。ひ

とつは、参加のハードルを下げることで、新たな活動が起こりやすくしておくことだ 14)。

フリースペースで子どもが活動へ参加する過程における大人の関わりを分析した研究では、

そこで見られた大人の姿勢を「機会を用意して、待つこと」とまとめている 15)。具体的に

は、スタッフが企画へ率先して加わり盛り上がることで参加したくなる雰囲気を作ること、

利用者から容易に見える場で企画を行うことなどが述べられている。活動の度に変化につ

ながる種を撒きつつ、早急に実を結ぶことを意識せず「待つ」ことは、利用者がスタッフ

の意図を感知しないところで行われている点で、意図を相手に明示しない働きかけと言え

る。 

また、スタッフは特定の活動を始めることを直接示して促すことも指摘されている。た

とえば京都市ユースサービス協会の調査では、ユースワーカーからの誘いによってジム目

的の利用者がボランティア参加につながった例や、当初ボランティアに参加していた少女

がダンス事業へ参加した例が紹介されたうえで、こうした「利用・参加形態の広がり」に

とってユースワーカーからの声かけが欠かせない要素となっていると述べられる 16)。これ

らに着目した研究は、何気なく行われているように見える促しという実践の背後にスタッ

フの様々な配慮があること、誘う時点の前から行われるこうした配慮によって促しが居場

所施設での適切な実践となっていることを明らかにしている。たとえば京都市青少年活動

センターの例では、声かけに先んじて、関係を築いたユースワーカーが雑談を重ねる中で

事業に対する相手の反応の良さに気づき、「潜在的ニーズ」をキャッチしたことが勧誘へ繋

がっている 17)。同様のことは他の青少年向け施設やそれに類する施設を対象とした研究で

も指摘されている。すなわち青少年の変化を意図して活動へ誘う場合、それに先立って交

流を重ね親しくなることを通じて信頼を得るとともに、相手の「ニーズや思い」「好きなこ

と」を把握する 18)。こうした日常的な関係構築、ニーズの見取りは、スタッフが「このよ

うな活動に参加してみてはどうか」という形で明示的に意図を示す場合であっても、相手

の信頼を得て本人の深い理解に基づき行われるゆえに、やりたいことや興味・関心に即し

たものを提示でき、その結果相手の居場所での過ごし方を一方的に押しつけないことにつ

ながっている。 

その一方、教育的意図にまつわる適切さという観点から見た場合、促す前のみならず、

促した後
、
の時点での配慮を明らかにすることも不可欠だ 19)。直接の促しは、特定の活動を

はっきり名指す点で教育的意図を明示した促しだが、この場合意図の位置づけの適切さは、

意図が向けられても応えない自由が確保されていることにあった。したがって、直接の促

しが居場所において適切な実践となるためには、促しに応じない自由がどのように確保さ

れているのかという点に着目する必要がある。応じない自由とは、促しが行われた後それ
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へどのように応えるのかについての裁量を青少年側に与えておくことである。そのための

スタッフの配慮は、促す前や促す時点にとどまらず、促した後にわたって行われていると

考えられる。だが直接の促しに関する先行研究は、促しに先立つ過程で行われる配慮を明

らかにしてきたが、促した後におけるスタッフの配慮の分析に踏み込んでいないため、ど

のような配慮によって教育的意図に応えない自由が確保されているかを明らかにできてい

ない点に課題がある。 

したがって本研究は、特に直接の促しを行った後の段階に焦点を当て、スタッフにより

どのような配慮が行われているのか明らかにすることを目的とする。なお、すでに述べた

ようにスタッフの実践は現場の状況に大きく依存することから、分析結果の提示に先立っ

て、調査現場における直接の促しの概要を述べる。 

 

Ⅲ. 調査・分析の概要 

 スタッフの行っていることを明らかにするためには、実践の方針を聞き取る方法や、実

践を観察する方法が考えられる。調査設計時期は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から現場調査が困難だったため、インタビュー調査を行った。 

対象として、文京区青少年プラザ（以下、通称を用いて b-lab と呼ぶ）を選んだ。b-lab

は区内在住・在学の中高生向け居場所施設である。b-lab 館長（当時）は、b-lab について

「何もしなくていい場所ですが、来館した子は僕らスタッフが放っておかない。必ずひと

言は話しかけて何かしたくなる場所」20)と紹介している。ここから b-lab では、なにもし

なくてよいという権利を尊重しつつ、活動上の変化を意図した促しも積極的に行われてい

ると判断し、本研究の関心上、適当な施設と考えた。 

ユースワークは常勤職員のみならずボランティアや非常勤職員といった多様なスタッ

フに担われる 21)。したがって常勤職員以外にも調査を行い、勤務形態を超えて共有されて

いる事柄を明らかにすることを目指した（協力者は表１のとおり）。調査にあたって、館長

と所管課係長に、調査趣旨、調査協力者の権利、取得情報の内容・用途・管理、個人情報

の処理について説明し、館長から同意書を取得した。協力が得られたスタッフへはインタ

ビュー前にあらためて調査趣旨等を説明し、中断可能と断ったうえで録音・録画した。聞

き取りはビデオ会議サービスを用い、半構造化形式のグループインタビューを行った。主

な質問として、普段中高生としていること、やりたい活動を見つけたり追求したりした中

高生と関わったエピソード、関わりの中で覚えた難しさを尋ねた。質問は主に第一著者が

行い、第二著者はオンラインホワイトボードで議論の整理を行った。インタビューは文字

起こしを行い、発言の正誤と、使用を控えてほしい場所の確認を協力者に求めた。 

分析においては、中高生に対する新たな活動への促しに関わる発言を抽出し、その働き

かけに伴って意識的に行われている事柄について、第一著者と第二著者が分担してコード

化した後、それぞれが互いのコードを検討したうえで、類似コードをまとめあげて抽象度

をあげたカテゴリを作成した。そのうえで促した後の段階で行われる配慮を把握した。な

お感染症拡大が停滞した頃より、第一著者はボランティアとして参与しながら観察を続け

ており、毎回現地メモとフィールドノートを作成し、スタッフと中高生の関わりを記録し

ている（週１回４～６時間程度）。インタビュー分析で得られたカテゴリに沿う事例を補う

ため、適宜フィールドノートの記述も参照した。 
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でに述べたように、この実践における専門性とは、新しい活動の開始を首尾よく導けたか

どうかではなく、教育的意図を明示しないか、あるいは意図を明示したとしてもそれに応

えない自由を確保するという適切なやり方で
、、、、、、、

働きかけが行われたかどうかという点にある。 

 

2. 新たな活動に向けた働きかけに関する先行研究の検討  

居場所づくりやそれに類する活動に着目してきた社会教育研究や若者研究では、新たな

活動へ向かうことを意図して行われる働きかけがたびたび取りあげられてきた。 

これまで注目されてきた新たな活動に向けた働きかけは、大きく二つの種類がある。ひ

とつは、参加のハードルを下げることで、新たな活動が起こりやすくしておくことだ 14)。

フリースペースで子どもが活動へ参加する過程における大人の関わりを分析した研究では、

そこで見られた大人の姿勢を「機会を用意して、待つこと」とまとめている 15)。具体的に

は、スタッフが企画へ率先して加わり盛り上がることで参加したくなる雰囲気を作ること、

利用者から容易に見える場で企画を行うことなどが述べられている。活動の度に変化につ

ながる種を撒きつつ、早急に実を結ぶことを意識せず「待つ」ことは、利用者がスタッフ

の意図を感知しないところで行われている点で、意図を相手に明示しない働きかけと言え

る。 

また、スタッフは特定の活動を始めることを直接示して促すことも指摘されている。た

とえば京都市ユースサービス協会の調査では、ユースワーカーからの誘いによってジム目

的の利用者がボランティア参加につながった例や、当初ボランティアに参加していた少女

がダンス事業へ参加した例が紹介されたうえで、こうした「利用・参加形態の広がり」に

とってユースワーカーからの声かけが欠かせない要素となっていると述べられる 16)。これ

らに着目した研究は、何気なく行われているように見える促しという実践の背後にスタッ

フの様々な配慮があること、誘う時点の前から行われるこうした配慮によって促しが居場

所施設での適切な実践となっていることを明らかにしている。たとえば京都市青少年活動

センターの例では、声かけに先んじて、関係を築いたユースワーカーが雑談を重ねる中で

事業に対する相手の反応の良さに気づき、「潜在的ニーズ」をキャッチしたことが勧誘へ繋

がっている 17)。同様のことは他の青少年向け施設やそれに類する施設を対象とした研究で

も指摘されている。すなわち青少年の変化を意図して活動へ誘う場合、それに先立って交

流を重ね親しくなることを通じて信頼を得るとともに、相手の「ニーズや思い」「好きなこ

と」を把握する 18)。こうした日常的な関係構築、ニーズの見取りは、スタッフが「このよ

うな活動に参加してみてはどうか」という形で明示的に意図を示す場合であっても、相手

の信頼を得て本人の深い理解に基づき行われるゆえに、やりたいことや興味・関心に即し

たものを提示でき、その結果相手の居場所での過ごし方を一方的に押しつけないことにつ

ながっている。 

その一方、教育的意図にまつわる適切さという観点から見た場合、促す前のみならず、

促した後
、
の時点での配慮を明らかにすることも不可欠だ 19)。直接の促しは、特定の活動を

はっきり名指す点で教育的意図を明示した促しだが、この場合意図の位置づけの適切さは、

意図が向けられても応えない自由が確保されていることにあった。したがって、直接の促

しが居場所において適切な実践となるためには、促しに応じない自由がどのように確保さ

れているのかという点に着目する必要がある。応じない自由とは、促しが行われた後それ
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へどのように応えるのかについての裁量を青少年側に与えておくことである。そのための

スタッフの配慮は、促す前や促す時点にとどまらず、促した後にわたって行われていると

考えられる。だが直接の促しに関する先行研究は、促しに先立つ過程で行われる配慮を明

らかにしてきたが、促した後におけるスタッフの配慮の分析に踏み込んでいないため、ど

のような配慮によって教育的意図に応えない自由が確保されているかを明らかにできてい

ない点に課題がある。 

したがって本研究は、特に直接の促しを行った後の段階に焦点を当て、スタッフにより

どのような配慮が行われているのか明らかにすることを目的とする。なお、すでに述べた

ようにスタッフの実践は現場の状況に大きく依存することから、分析結果の提示に先立っ

て、調査現場における直接の促しの概要を述べる。 

 

Ⅲ. 調査・分析の概要 

 スタッフの行っていることを明らかにするためには、実践の方針を聞き取る方法や、実

践を観察する方法が考えられる。調査設計時期は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から現場調査が困難だったため、インタビュー調査を行った。 

対象として、文京区青少年プラザ（以下、通称を用いて b-lab と呼ぶ）を選んだ。b-lab

は区内在住・在学の中高生向け居場所施設である。b-lab 館長（当時）は、b-lab について

「何もしなくていい場所ですが、来館した子は僕らスタッフが放っておかない。必ずひと

言は話しかけて何かしたくなる場所」20)と紹介している。ここから b-lab では、なにもし

なくてよいという権利を尊重しつつ、活動上の変化を意図した促しも積極的に行われてい

ると判断し、本研究の関心上、適当な施設と考えた。 

ユースワークは常勤職員のみならずボランティアや非常勤職員といった多様なスタッ

フに担われる 21)。したがって常勤職員以外にも調査を行い、勤務形態を超えて共有されて

いる事柄を明らかにすることを目指した（協力者は表１のとおり）。調査にあたって、館長

と所管課係長に、調査趣旨、調査協力者の権利、取得情報の内容・用途・管理、個人情報

の処理について説明し、館長から同意書を取得した。協力が得られたスタッフへはインタ

ビュー前にあらためて調査趣旨等を説明し、中断可能と断ったうえで録音・録画した。聞

き取りはビデオ会議サービスを用い、半構造化形式のグループインタビューを行った。主

な質問として、普段中高生としていること、やりたい活動を見つけたり追求したりした中

高生と関わったエピソード、関わりの中で覚えた難しさを尋ねた。質問は主に第一著者が

行い、第二著者はオンラインホワイトボードで議論の整理を行った。インタビューは文字

起こしを行い、発言の正誤と、使用を控えてほしい場所の確認を協力者に求めた。 

分析においては、中高生に対する新たな活動への促しに関わる発言を抽出し、その働き

かけに伴って意識的に行われている事柄について、第一著者と第二著者が分担してコード

化した後、それぞれが互いのコードを検討したうえで、類似コードをまとめあげて抽象度

をあげたカテゴリを作成した。そのうえで促した後の段階で行われる配慮を把握した。な

お感染症拡大が停滞した頃より、第一著者はボランティアとして参与しながら観察を続け

ており、毎回現地メモとフィールドノートを作成し、スタッフと中高生の関わりを記録し

ている（週１回４～６時間程度）。インタビュー分析で得られたカテゴリに沿う事例を補う

ため、適宜フィールドノートの記述も参照した。 
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Ⅳ. 分析結果 

1.  b-lab における促しの位置づけ 

 

分析結果の提示に先立ち、本節で

は b-lab における促しの位置づけ

を確認する。 

 

（１）b-lab における直接の促しと

その例外性 

b-lab は、中高生が過ごすフロア

内に多くの場合ボランティアスタ

ッフがいることや、有給スタッフ

の業務スペースとフロアの間に仕

切り等もないことなどから、スタ

ッフと中高生の間で大小さまざま

にやりとりが行われている。関わ

りの大半はともに話したり遊んだ

りすることであり、交わされる会

話の内容も「日常のなんてことな

いという話」、たとえば「学校であったこととか、部活の愚痴とか、先生が嫌だとか、好き

な人ができたとか」である（Y３、Y15）。会話の機会が乏しそうな設備利用目的の中高生 22)

に対しても受付や貸出、フロアですれ違った際などの細かな機会を捉えて他愛のない雑談

や声かけをする姿が頻繁に観察された（FN220612[2022 年 6 月 12 日のフィールドノートを

指す。以下同じ]など）。 

こうした状況を背景とすると、スタッフからの直接の促しは、b-lab での過ごし方の「あ

る種ペースを乱す」ものであってあくまでも例外的なものと意識されている（Y２）。した

がって「常にその子に提案していることがなにか考えているかっていうと、たぶんそれは

ノー」であって「日常的には、おそらく関係づくりと、仲良くなったりして、その子を知

っていく、自分のことを知ってもらうという関わり方のほうがほぼ９割」となる（Y２）。

加えてスタッフは、すべての中高生に対して常に積極的に新たな活動へ向けて背中を押す

わけではなく、あくまでもその中高生の現状や、当人にとっての意義をふまえたうえで時

には背中を押さないという判断も行う（Y４、Y７など）。 

 

（２）b-lab における直接の促しとそれに伴う配慮 

それでもスタッフは、「安心安全な場所になったからこそ、なにか次ちょっとチャレンジ

してみたらいいんじゃない」（Y３）という意図をもって、しばしば新たな活動に向けた直

接の促しを行っていた。 

直接の促しは、「もし××なら、〇〇してみたら？」「いっしょに〇〇しようよ」という

ように、新しい活動へ踏み出すよう直に促す形をとっている。促す活動の内容は、それま

表１：インタビュー協力者一覧 

協協力力者者 勤勤務務形形態態 イインンタタビビュューー日日時時 ググルルーーププ構構成成

YY11 常勤職員

YY22 常勤職員

YY33 常勤職員

YY44 常勤職員

YY55 常勤職員

YY66 学生インターン

YY77 学生インターン

YY88 学生インターン

YY99 ボランティア

YY1100 ボランティア

YY1111 ボランティア

YY1122 非常勤職員

YY1133 非常勤職員

YY1144 非常勤職員

YY1155 学生インターン

YY1166 学生インターン

YY1177 学生インターン

グループ６

2021年6月30日

2021年10月27日

2021年11月3日

2022年2月6日

2022年2月27日

グループ１

グループ２

グループ３

グループ４

グループ５
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で出たことがなかったイベントへの参加、自主イベントの企画など多岐にわたる。 

直接の促しが例外的な関わりであることを踏まえ、スタッフはその前後で様々な配慮を

行っていた。表２は、促しの前・促しの時点・促しの後において行われている配慮のカテ

ゴリを一覧にしたものである。たとえば、促しに先立って日常的交流を通じ信頼関係を築

くとともに、興味や挑戦したいことを見取っていた。Y１は「最初の関わりとしては 安心

して語り合える存在でありたいとか、関係構築とか、（…）自然にコミュニケーションをと

れるという状態をまず作る」と述べる。こうした関係はあらゆる関わりの基礎であり、あ

くまでも「それ［関係性］があって、提示するものがある」（Y１）。また別のスタッフは、

促しにあたって「なにが好きかっていうニーズをつかんでおくのが一番大事」（Y13）と述

べており、相手のやりたいことを事前に把握する重要性を述べている。促しに先立つこう

した配慮は、先行研究で示されるものと一致する。また促しにあたっては、促しそのもの

が例外的な関わりであることから、いつ促すべきかというタイミングを見定めたり（Y２）、

あるいはどのような言葉で誘うか気を配ったりしていた（Y15）。 

以下では、直接の促しを行った後の段階に注目し、それに応えない自由を確保するため

にスタッフが行っている配慮に関して分析結果を述べる。 

 

 

 

 

2. 促した後の配慮：促しに応じない自由の確保 

 結論を先取りすると、促した後の段階における自由の確保にあたり、活動の実現に至る

まで、あるいは活動中に、相手が発する拒否感を見取ることが行われていた。一方、中高

生の反応を拒否感として捉えることの困難が自覚され、それへの対処がなされていた。拒

否感を見取った際、スタッフはたとえ活動が始まっていたとしても、それを速やかに閉じ

るなどして、先送りを行っていた。 

 

（１）拒否感の見取り 

スタッフは、直接の促しを行った後、相手から出てくる拒否感へ注意を配っていた。 

こうした拒否感は、促した直後の即座の反応から見えてくることもある。すなわち「や

ってみようかと提案したときの（…）ほんとに嫌な返事と、ちょっとまあやってみようか

な、みたいなところ」の機微を見取ることが重要になる（Y２）。 

直後の反応が肯定的なものであり、活動が走り始めた後であっても、見取りは活動の過

程で絶えず行われる。とりわけ中高生自身による自主企画を促した場合などは、企画実施

のためにコンセプト設計、告知づくりなど多くの準備を要するため、実現に向けてスタッ

フは中高生と作業を共にする（FN220731）。その過程で、活動に向けた意欲は絶えず変化す

る。したがってスタッフは、準備作業に圧倒されて意欲を失わないようにするため（本人

の主体性を意識しつつ）作業を助けたり（Y２）、相手に合わせた言葉を選んで声かけを行

促促ししのの前前ににおおけけるる配配慮慮 促促すす際際のの配配慮慮 促促ししたた後後のの配配慮慮

信頼関係構築の優先 適当な提案者 拒否感の見取り

興味や挑戦したいことの見取り タイミングの見定め 　拒否感の見取りへの対処

言い回しの工夫 活動の先送りと日常的交流への立ち戻り

表２：直接の促しを行う中で配慮されていた事柄 
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1.  b-lab における促しの位置づけ 

 

分析結果の提示に先立ち、本節で

は b-lab における促しの位置づけ

を確認する。 

 

（１）b-lab における直接の促しと

その例外性 

b-lab は、中高生が過ごすフロア

内に多くの場合ボランティアスタ

ッフがいることや、有給スタッフ

の業務スペースとフロアの間に仕

切り等もないことなどから、スタ

ッフと中高生の間で大小さまざま

にやりとりが行われている。関わ

りの大半はともに話したり遊んだ

りすることであり、交わされる会

話の内容も「日常のなんてことな

いという話」、たとえば「学校であったこととか、部活の愚痴とか、先生が嫌だとか、好き

な人ができたとか」である（Y３、Y15）。会話の機会が乏しそうな設備利用目的の中高生 22)

に対しても受付や貸出、フロアですれ違った際などの細かな機会を捉えて他愛のない雑談

や声かけをする姿が頻繁に観察された（FN220612[2022 年 6 月 12 日のフィールドノートを

指す。以下同じ]など）。 

こうした状況を背景とすると、スタッフからの直接の促しは、b-lab での過ごし方の「あ

る種ペースを乱す」ものであってあくまでも例外的なものと意識されている（Y２）。した

がって「常にその子に提案していることがなにか考えているかっていうと、たぶんそれは

ノー」であって「日常的には、おそらく関係づくりと、仲良くなったりして、その子を知

っていく、自分のことを知ってもらうという関わり方のほうがほぼ９割」となる（Y２）。

加えてスタッフは、すべての中高生に対して常に積極的に新たな活動へ向けて背中を押す

わけではなく、あくまでもその中高生の現状や、当人にとっての意義をふまえたうえで時

には背中を押さないという判断も行う（Y４、Y７など）。 

 

（２）b-lab における直接の促しとそれに伴う配慮 

それでもスタッフは、「安心安全な場所になったからこそ、なにか次ちょっとチャレンジ

してみたらいいんじゃない」（Y３）という意図をもって、しばしば新たな活動に向けた直

接の促しを行っていた。 

直接の促しは、「もし××なら、〇〇してみたら？」「いっしょに〇〇しようよ」という

ように、新しい活動へ踏み出すよう直に促す形をとっている。促す活動の内容は、それま

表１：インタビュー協力者一覧 

協協力力者者 勤勤務務形形態態 イインンタタビビュューー日日時時 ググルルーーププ構構成成

YY11 常勤職員

YY22 常勤職員

YY33 常勤職員

YY44 常勤職員

YY55 常勤職員

YY66 学生インターン

YY77 学生インターン

YY88 学生インターン

YY99 ボランティア

YY1100 ボランティア

YY1111 ボランティア

YY1122 非常勤職員

YY1133 非常勤職員

YY1144 非常勤職員

YY1155 学生インターン

YY1166 学生インターン

YY1177 学生インターン

グループ６

2021年6月30日

2021年10月27日

2021年11月3日

2022年2月6日

2022年2月27日

グループ１

グループ２

グループ３

グループ４

グループ５
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で出たことがなかったイベントへの参加、自主イベントの企画など多岐にわたる。 

直接の促しが例外的な関わりであることを踏まえ、スタッフはその前後で様々な配慮を

行っていた。表２は、促しの前・促しの時点・促しの後において行われている配慮のカテ

ゴリを一覧にしたものである。たとえば、促しに先立って日常的交流を通じ信頼関係を築

くとともに、興味や挑戦したいことを見取っていた。Y１は「最初の関わりとしては 安心

して語り合える存在でありたいとか、関係構築とか、（…）自然にコミュニケーションをと

れるという状態をまず作る」と述べる。こうした関係はあらゆる関わりの基礎であり、あ

くまでも「それ［関係性］があって、提示するものがある」（Y１）。また別のスタッフは、

促しにあたって「なにが好きかっていうニーズをつかんでおくのが一番大事」（Y13）と述

べており、相手のやりたいことを事前に把握する重要性を述べている。促しに先立つこう

した配慮は、先行研究で示されるものと一致する。また促しにあたっては、促しそのもの

が例外的な関わりであることから、いつ促すべきかというタイミングを見定めたり（Y２）、

あるいはどのような言葉で誘うか気を配ったりしていた（Y15）。 

以下では、直接の促しを行った後の段階に注目し、それに応えない自由を確保するため

にスタッフが行っている配慮に関して分析結果を述べる。 

 

 

 

 

2. 促した後の配慮：促しに応じない自由の確保 

 結論を先取りすると、促した後の段階における自由の確保にあたり、活動の実現に至る

まで、あるいは活動中に、相手が発する拒否感を見取ることが行われていた。一方、中高

生の反応を拒否感として捉えることの困難が自覚され、それへの対処がなされていた。拒

否感を見取った際、スタッフはたとえ活動が始まっていたとしても、それを速やかに閉じ

るなどして、先送りを行っていた。 

 

（１）拒否感の見取り 

スタッフは、直接の促しを行った後、相手から出てくる拒否感へ注意を配っていた。 

こうした拒否感は、促した直後の即座の反応から見えてくることもある。すなわち「や

ってみようかと提案したときの（…）ほんとに嫌な返事と、ちょっとまあやってみようか

な、みたいなところ」の機微を見取ることが重要になる（Y２）。 

直後の反応が肯定的なものであり、活動が走り始めた後であっても、見取りは活動の過

程で絶えず行われる。とりわけ中高生自身による自主企画を促した場合などは、企画実施

のためにコンセプト設計、告知づくりなど多くの準備を要するため、実現に向けてスタッ

フは中高生と作業を共にする（FN220731）。その過程で、活動に向けた意欲は絶えず変化す

る。したがってスタッフは、準備作業に圧倒されて意欲を失わないようにするため（本人

の主体性を意識しつつ）作業を助けたり（Y２）、相手に合わせた言葉を選んで声かけを行

促促ししのの前前ににおおけけるる配配慮慮 促促すす際際のの配配慮慮 促促ししたた後後のの配配慮慮

信頼関係構築の優先 適当な提案者 拒否感の見取り

興味や挑戦したいことの見取り タイミングの見定め 　拒否感の見取りへの対処

言い回しの工夫 活動の先送りと日常的交流への立ち戻り

表２：直接の促しを行う中で配慮されていた事柄 
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って意欲を保たせたりするが（Y６）、その過程においても「やっているうちに気持ちが続

かない」（Y16）状態になり「駄目そうだな」と感じ取ることもある（Y２）。 

 

（２）見取りの困難と、それへの対処 

だが、こうした拒否感の見取りは、多くのスタッフにとって困難なものとも認識されて

いた。Y16 は「出てきた言葉が本心なのか、対人関係的にさっと出てきたのかは、見極め

るのは結構難しい」と述べる。促しに対して肯定的な答が返ってきたとしても、とりあえ

ずその場だけ好きと言っただけとか、あるいは親しいスタッフの熱意や期待に応える形で

出ており本人の意思とずれていたりすることがある。それとは逆に、「『やりたくないよ』

って言いながら実はちょっとやりたいというパターンもある」（Y８）というように、言葉

上では否定的な返事であっても、それをそのまま拒否感として解釈することができない場

合もある。このように、直接の促しに対する中高生の反応が、何を意味しているかは一意

に定まらないことが往々にしてあることをスタッフたちは自覚し、ときに「どっちなの？ 

って思ってしまう」と困惑を覚えることもあった（Y12）。 

こうした見取りの困難は、見取った後なにを行うべきか（たとえば拒否の裏の意味を察

してさらに強く促すのか、あるいは次節で見るようにいったんは先送りしてタイミングを

うかがうのか）という判断のむずかしさにつながる。このためスタッフからは、しばしば

適切な見取りができなかったという失敗談が聞かれた。Y13 は、ある中高生について語る

中で、「［イベント］の度に［参加しないかと］声をかけられるのがほんとはすごく嫌だっ

たって打ち明けられた」と拒否感を見取ることができなかったことを告白する。また Y16

は見取りをあやまって「押しすぎてしまった」、つまり「本人やる気じゃなかったなって後

悔したとか失敗だなって思った」ことは「全然あった」と述べる。促しに対する反応をど

のようなものとして解釈し、それを踏まえてどのように言葉を続けるのかは、「関わってい

く中で機微を読むしか」ないため（Y８）、経験を積む中で徐々に見極めていくことが必要

と言われる。 

他方、こうした難しさを自覚しているスタッフは拒否感を見取りやすくする工夫も行っ

ていた。たとえばあるスタッフは、自分の関わりを他のスタッフの視点から見直すことを

あげる。そのスタッフは過去に「背中を強めに押してもらった」経験が自らの成長につな

がったという認識から、同様のユースワークを行っていきたいと考えている（Y15）。それ

ゆえに、しばしば相手の意に反して背中を押しすぎてしまっているかどうかの見極めが難

しいと考え、他の同僚や上司に相談して意見を求め、自分の関わりを相対化することで、

相手の拒否感を見落とすことなく捉えようとする。 

別のスタッフは、特に自主企画を準備する過程を念頭に置きながら、その過程で本人が

拒否感を出しやすいように、あえて「悪い人」になることを心掛けている。 

 

結構悪い人になる、意地悪な人になるみたいなのが大事……大事っていうか、意識して

いて。（…）本当にやりたいかどうかみたいな本心とか、スタッフの熱意みたいなのに押さ

れてやっちゃう人っていると思うんです。（…）なので、基本的に割とあなたのことはどう

でもいいと思っていますというスタンスでいて、あなたがイベントをやってもやらなくて

も、どっちでもいいと思うよ、だるかったらやめていいし、だってだるいよね、人から言
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われるの、準備とかだるいよねって言って。そうなんだよって乗っかってくる子もいるし、

いやでもやろうかなという感じの子もいるので。逆張りで、その子がほんとはどう思って

いるのかなみたいなのを、言いやすくなるといいなと思っています（Y17) 

 

このスタッフは、過去に自らも b-lab を利用していた経験から、「ぐいぐい来られるの

が、私自身はすごい嫌い」という認識があり、そうしたユースワーク観から距離を置くス

タンスを取っている。そして他のスタッフが積極的に関わるのとはあえて対照的な姿勢で

接することにより、熱意に押されて埋もれがちな中高生の声を拾い上げようとする。 

このようにスタッフは拒否感をうまく見取ることの重要性と困難を実感しつつも、同時

にそれを成し遂げるための工夫を行うことで、適切な見取りを行おうとしていた。 

 

（３）活動の先送りと日常的交流への立ち戻り 

こうした工夫を通して拒否感を見て取ったとき、スタッフは柔軟に活動を先送りしてい

た。Y２は、促しが相手にとって強制とならないためのポイントとして「引き際が肝心」と

述べる。「引く」ことは見取りが行われた際に行われるため、促した直後だけでなく、ある

程度時間が経過してすでに何らかの取り組みが始まった後でも行われる点で、活動の進行

に必ずしもとらわれない柔軟なものと言える。 

注目したいのは、スタッフにとって、先送りとはただ単に促す時点を先延ばしにするの

でなく、促しと関係なくそれ以前に行われていた日常的交流へ回帰することでもあるとい

う点だ。たとえばあるスタッフは、中高生が自主企画を行ううえで必要な活動をやめてし

まいゲームをしようと誘ってきた場合、活動を放置してゲームの誘いに快く応じる（Y８）。

ときにスタッフ自身、拒否感を見取った後、日常的交流へ戻ることを主導することもある。

次のフィールドノートで記録されているのは、創作系サークルへの参加を目的に来館する

X に、スタッフ△△が音楽系イベントへの参加を促した場面だ（下線は引用者、［ ］内は

引用者補足）。 

 

フロアを眺めると、△△が（…）X の隣に近付いて、なにか話しかけている。（略）ち

ょうど△△からイベントへの誘いかけが終わったところだったようで、「どう？」と相

手へ会話のターンを返すように訊いているところだった。X は、静かな声で笑いなが

ら「大丈夫かな」［参加しなくていいかな］と言った。△△は、「そう」と応じた後、

しかしそのまますぐに去らず「b-lab の卒業生で、ドラムスクールでドラム習ってる

子が来るの」とさらにイベントの詳細を説明した後、「もし気が向いたら」と何気ない

調子で付け加えた。X がうなずくと、△△はそれまで［の］会話を仕切り直すような

感じで、「最近ゆっくりできてる？」と尋ねた。X がなにか返事すると（聞こえなかっ

た）、すぐ「創作［サークル］だっけ？」と話を続けた（FN220605） 

 

ここでスタッフは、促しが拒否された後も、即座にそこでコミュニケーションを閉じる

のではなく（イベントの詳細を述べた後）、X の近況や最近の館内での活動に関する雑談へ

切り替えて、日常的交流という形で相手との関わりを継続している。このようにスタッフ

にとって、先送りとは活動を先延ばしするだけでなく、活動以前のコミュニケーションへ
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って意欲を保たせたりするが（Y６）、その過程においても「やっているうちに気持ちが続

かない」（Y16）状態になり「駄目そうだな」と感じ取ることもある（Y２）。 

 

（２）見取りの困難と、それへの対処 

だが、こうした拒否感の見取りは、多くのスタッフにとって困難なものとも認識されて

いた。Y16 は「出てきた言葉が本心なのか、対人関係的にさっと出てきたのかは、見極め

るのは結構難しい」と述べる。促しに対して肯定的な答が返ってきたとしても、とりあえ

ずその場だけ好きと言っただけとか、あるいは親しいスタッフの熱意や期待に応える形で

出ており本人の意思とずれていたりすることがある。それとは逆に、「『やりたくないよ』

って言いながら実はちょっとやりたいというパターンもある」（Y８）というように、言葉

上では否定的な返事であっても、それをそのまま拒否感として解釈することができない場

合もある。このように、直接の促しに対する中高生の反応が、何を意味しているかは一意

に定まらないことが往々にしてあることをスタッフたちは自覚し、ときに「どっちなの？ 

って思ってしまう」と困惑を覚えることもあった（Y12）。 

こうした見取りの困難は、見取った後なにを行うべきか（たとえば拒否の裏の意味を察

してさらに強く促すのか、あるいは次節で見るようにいったんは先送りしてタイミングを

うかがうのか）という判断のむずかしさにつながる。このためスタッフからは、しばしば

適切な見取りができなかったという失敗談が聞かれた。Y13 は、ある中高生について語る

中で、「［イベント］の度に［参加しないかと］声をかけられるのがほんとはすごく嫌だっ

たって打ち明けられた」と拒否感を見取ることができなかったことを告白する。また Y16

は見取りをあやまって「押しすぎてしまった」、つまり「本人やる気じゃなかったなって後

悔したとか失敗だなって思った」ことは「全然あった」と述べる。促しに対する反応をど

のようなものとして解釈し、それを踏まえてどのように言葉を続けるのかは、「関わってい

く中で機微を読むしか」ないため（Y８）、経験を積む中で徐々に見極めていくことが必要

と言われる。 

他方、こうした難しさを自覚しているスタッフは拒否感を見取りやすくする工夫も行っ

ていた。たとえばあるスタッフは、自分の関わりを他のスタッフの視点から見直すことを

あげる。そのスタッフは過去に「背中を強めに押してもらった」経験が自らの成長につな

がったという認識から、同様のユースワークを行っていきたいと考えている（Y15）。それ

ゆえに、しばしば相手の意に反して背中を押しすぎてしまっているかどうかの見極めが難

しいと考え、他の同僚や上司に相談して意見を求め、自分の関わりを相対化することで、

相手の拒否感を見落とすことなく捉えようとする。 

別のスタッフは、特に自主企画を準備する過程を念頭に置きながら、その過程で本人が

拒否感を出しやすいように、あえて「悪い人」になることを心掛けている。 

 

結構悪い人になる、意地悪な人になるみたいなのが大事……大事っていうか、意識して

いて。（…）本当にやりたいかどうかみたいな本心とか、スタッフの熱意みたいなのに押さ

れてやっちゃう人っていると思うんです。（…）なので、基本的に割とあなたのことはどう

でもいいと思っていますというスタンスでいて、あなたがイベントをやってもやらなくて

も、どっちでもいいと思うよ、だるかったらやめていいし、だってだるいよね、人から言
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われるの、準備とかだるいよねって言って。そうなんだよって乗っかってくる子もいるし、

いやでもやろうかなという感じの子もいるので。逆張りで、その子がほんとはどう思って

いるのかなみたいなのを、言いやすくなるといいなと思っています（Y17) 

 

このスタッフは、過去に自らも b-lab を利用していた経験から、「ぐいぐい来られるの

が、私自身はすごい嫌い」という認識があり、そうしたユースワーク観から距離を置くス

タンスを取っている。そして他のスタッフが積極的に関わるのとはあえて対照的な姿勢で

接することにより、熱意に押されて埋もれがちな中高生の声を拾い上げようとする。 

このようにスタッフは拒否感をうまく見取ることの重要性と困難を実感しつつも、同時

にそれを成し遂げるための工夫を行うことで、適切な見取りを行おうとしていた。 

 

（３）活動の先送りと日常的交流への立ち戻り 

こうした工夫を通して拒否感を見て取ったとき、スタッフは柔軟に活動を先送りしてい

た。Y２は、促しが相手にとって強制とならないためのポイントとして「引き際が肝心」と

述べる。「引く」ことは見取りが行われた際に行われるため、促した直後だけでなく、ある

程度時間が経過してすでに何らかの取り組みが始まった後でも行われる点で、活動の進行

に必ずしもとらわれない柔軟なものと言える。 

注目したいのは、スタッフにとって、先送りとはただ単に促す時点を先延ばしにするの

でなく、促しと関係なくそれ以前に行われていた日常的交流へ回帰することでもあるとい

う点だ。たとえばあるスタッフは、中高生が自主企画を行ううえで必要な活動をやめてし

まいゲームをしようと誘ってきた場合、活動を放置してゲームの誘いに快く応じる（Y８）。

ときにスタッフ自身、拒否感を見取った後、日常的交流へ戻ることを主導することもある。

次のフィールドノートで記録されているのは、創作系サークルへの参加を目的に来館する

X に、スタッフ△△が音楽系イベントへの参加を促した場面だ（下線は引用者、［ ］内は

引用者補足）。 

 

フロアを眺めると、△△が（…）X の隣に近付いて、なにか話しかけている。（略）ち

ょうど△△からイベントへの誘いかけが終わったところだったようで、「どう？」と相

手へ会話のターンを返すように訊いているところだった。X は、静かな声で笑いなが

ら「大丈夫かな」［参加しなくていいかな］と言った。△△は、「そう」と応じた後、

しかしそのまますぐに去らず「b-lab の卒業生で、ドラムスクールでドラム習ってる

子が来るの」とさらにイベントの詳細を説明した後、「もし気が向いたら」と何気ない

調子で付け加えた。X がうなずくと、△△はそれまで［の］会話を仕切り直すような

感じで、「最近ゆっくりできてる？」と尋ねた。X がなにか返事すると（聞こえなかっ

た）、すぐ「創作［サークル］だっけ？」と話を続けた（FN220605） 

 

ここでスタッフは、促しが拒否された後も、即座にそこでコミュニケーションを閉じる

のではなく（イベントの詳細を述べた後）、X の近況や最近の館内での活動に関する雑談へ

切り替えて、日常的交流という形で相手との関わりを継続している。このようにスタッフ

にとって、先送りとは活動を先延ばしするだけでなく、活動以前のコミュニケーションへ
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着地してその後も関わり続けるという側面を持っている。「引く」ことは、今この時点での

促しの「失敗」という意味でしかなく、日常的交流に戻った先での関わりを継続すること

ができれば、スタッフは再びタイミングを見て直接の促しを行うことができる（Y２）（こ

の意味で、日常的交流は直接の促しに先立つ前提であるだけでなく、それが失敗したとき

に先送りができる前提にもなっている）。 

 

Ⅴ. 結論と考察 

1. 結論 

本研究では、直接の促しが行われた後の段階において、促しに応じない自由を確保する

ため、スタッフがどのような配慮を行っているのかを明らかにすることを目的とした。ス

タッフは促した後、相手との関わりの中で促しそのものや、促した活動に対する反応の機

微に注意を払っていた。そしてさまざまな工夫によって、その理解や解釈を浮かび上がら

せようとしていた。相手からの拒否感を見取った場合、柔軟に活動を先送りして、それ以

前に行われていた日常的交流に戻っていた。 

 促した後の段階にまでわたる分析結果からわかるのは、居場所施設における教育的働き

かけは、日常的交流の中に埋め込まれつつ、その交流が続く限り、「機を見て、時を経て、

もう一回伝えてみる 」(Y1)ことが何度もできる点で、一度「失敗」してもくり返し行える

という特徴を持つことだ。くり返し働きかけが可能である点は、直接の促しも、（本研究で

は検討しなかったが）活動参加の障壁を下げておくことも同じである。両方とも今この働

きかけがうまくいかなくても、次の働きかけは異なる反応が返ってくるかもしれないとい

う将来への期待に委ねることができる。 

 

2. 今後の研究の展望 

分析結果を踏まえると、今後は居場所施設における教育的働きかけに関して、次のよう

な研究が必要である。 

まず働きかけが日常的交流の中でくり返し可能であるという特徴は、居場所施設におけ

る働きかけを扱う際に、「失敗」事例（すなわち、青少年が働きかけに乗ってこないケース）

をより積極的に取り扱うべきだという指針を与える。これまでの働きかけに注目してきた

研究の多くは、青少年自身の変化につながったことを示すため、働きかけの「成功」事例

（青少年が働きかけに応じて何らかの変化が起きたケース）に多くの記述を割いてきた。

しかしながら「成功」の前には、しばしば多くの「失敗」があるはずだ。くりかえし働き

かけが行われてもそれらに応じないことができる（応じなくてもその場に居続けられる）

という事態は、促しに応じない自由が確保されていることを示している。したがって、ど

のような配慮によって、働きかけがくり返し「失敗」できるようになっているのかを分析

することは、教育的意図の独特の位置づけを踏まえた働きかけがいかに可能になっている

のかを明らかにすることにつながる（青少年側から拒否感を出しやすくすることや、活動

をすみやかに閉じて日常的交流へ立ち戻るといったことも、くり返し働きかけが「失敗」

できる事態を支える配慮のひとつといえるだろう）。 

もっとも本稿は直接の促しというひとつの実践に注目したにすぎない。先述のように、

居場所施設で行われる教育的な働きかけは多数ある。直接の促し以外でも、働きかけに応
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じない自由がどのように確保されているのか、くり返しなされる「失敗」の事例を見るこ

とで明らかにできるだろう。 

さらに、困難さを伴う配慮をスタッフがどのように進めているのかも検討する必要があ

る。たとえば直接の促しの場合、拒否感の見取りという困難に対する二つの工夫は（自分

が促す側に立ちつつ他者の視点を取り入れるか、促す当事者から一歩引いた位置から関わ

るかという違いはあれども）、他のスタッフの関わりを視野に入れつつ自分の関わりを決

めていくという点で共通していた。拒否感の見取りにあたっては、このような意味での「連

携」（Y８）をしつつユースワークを進めることが重要と考えられるが、この「連携」はど

のように達成されているだろうか。本研究は促しの前・後という区別にもとづきスタッフ

の配慮を明らかにしてきたが、こうしたスタッフの関係性は、前・後という区別を越えて

配慮を支えるものといえる。こうした配慮を支えるスタッフ間の協働のあり方を明らかに

することは、働きかけに応じない自由の確保をいかにして達成しているのかを十全に把握

するうえで不可欠である。 

  

Ⅵ. 本研究の課題 

最後に、調査方針と調査方法から生じた三つの課題を挙げる。 

第一に、本研究ではスタッフに共通してみられる配慮を明らかにするという調査方針ゆ

えに、スタッフ間の葛藤・対立を考慮していない。しかしながらⅣ2(2)で登場する二人の

ワーカーが示しているように、インタビューからは、促しに向けて積極的に背中を押そう

とする意識の強いスタッフと、必ずしもそういう意識を強く持たないスタッフの両方がい

ることがうかがえた。こうした異なるスタイルを持ったスタッフがいることで、他者を視

野に入れつつ自分の関わりを作っていく際に、多様な見方の確保できる。だがその一方で

スタイルの違いゆえにどのような関わりを行うかで葛藤が生じることも考えられる。した

がって、スタッフがそれぞれの方針の違いとどのように向き合いながら「連携」してユー

スワークを進めているのか検討する必要がある。 

第二に、インタビューを通じて出てきた事柄が実際どのように成し遂げられているのか

を明らかにできていない。現場では、種々の制約からこれらの配慮を常に行いうるわけで

はないことが予想される。たとえばしばしば中高生たちは広報紙の制作のように、〆切が

定まった活動へ参加するが（FN220612）、そうした活動は途中で意欲の低下が見られても直

ちに活動を閉じることは困難である（Y13）。活動の性質などによって柔軟な先送りが容易

ではない場合、スタッフは先送りよりも意欲を高めるための配慮に力を入れると思われる

が、そのためにはどのようなことを行っているのだろうか。 

 第三に、参与観察を進める中で、促しに応じない自由の確保は、促した後だけでなく、

促す時点でどのように言い回しをデザインするかを通じて行われている可能性があること

が見えている。参与観察中、趣味でウクレレを弾いていると言った利用者に対して、スタ

ッフのひとりが「b-lab ウクレレ部あるよ！」と言う場面があった（FN220703）。この発話

は、文法的にはある事実を報告する形式だが、同時に活動への参加を誘うものとして聞く

こともできた。これは「ウクレレ部があるから入ってみない？」のように、イエスかノー

の返答を求める言い回しよりも、誘いに応じないことが容易にできるような形で組み立て

られているように思われる（誘いとして聞かず、部があるという事実に対して「へーそう

42 Ⅱ 投稿原稿／ユースワーカーの専門的実践としての「働きかけに応じない自由の確保」

52300187_KyoikuKiyo_11#honbun#1-136.indd   4252300187_KyoikuKiyo_11#honbun#1-136.indd   42 2023/03/18   16:02:202023/03/18   16:02:20



 Ⅱ 投稿原稿／ユースワーカーの専門的実践としての「働きかけに応じない自由の確保」  

 

着地してその後も関わり続けるという側面を持っている。「引く」ことは、今この時点での

促しの「失敗」という意味でしかなく、日常的交流に戻った先での関わりを継続すること

ができれば、スタッフは再びタイミングを見て直接の促しを行うことができる（Y２）（こ

の意味で、日常的交流は直接の促しに先立つ前提であるだけでなく、それが失敗したとき

に先送りができる前提にもなっている）。 

 

Ⅴ. 結論と考察 

1. 結論 

本研究では、直接の促しが行われた後の段階において、促しに応じない自由を確保する

ため、スタッフがどのような配慮を行っているのかを明らかにすることを目的とした。ス

タッフは促した後、相手との関わりの中で促しそのものや、促した活動に対する反応の機

微に注意を払っていた。そしてさまざまな工夫によって、その理解や解釈を浮かび上がら

せようとしていた。相手からの拒否感を見取った場合、柔軟に活動を先送りして、それ以

前に行われていた日常的交流に戻っていた。 

 促した後の段階にまでわたる分析結果からわかるのは、居場所施設における教育的働き

かけは、日常的交流の中に埋め込まれつつ、その交流が続く限り、「機を見て、時を経て、

もう一回伝えてみる 」(Y1)ことが何度もできる点で、一度「失敗」してもくり返し行える

という特徴を持つことだ。くり返し働きかけが可能である点は、直接の促しも、（本研究で

は検討しなかったが）活動参加の障壁を下げておくことも同じである。両方とも今この働

きかけがうまくいかなくても、次の働きかけは異なる反応が返ってくるかもしれないとい

う将来への期待に委ねることができる。 

 

2. 今後の研究の展望 

分析結果を踏まえると、今後は居場所施設における教育的働きかけに関して、次のよう

な研究が必要である。 

まず働きかけが日常的交流の中でくり返し可能であるという特徴は、居場所施設におけ

る働きかけを扱う際に、「失敗」事例（すなわち、青少年が働きかけに乗ってこないケース）

をより積極的に取り扱うべきだという指針を与える。これまでの働きかけに注目してきた

研究の多くは、青少年自身の変化につながったことを示すため、働きかけの「成功」事例

（青少年が働きかけに応じて何らかの変化が起きたケース）に多くの記述を割いてきた。

しかしながら「成功」の前には、しばしば多くの「失敗」があるはずだ。くりかえし働き

かけが行われてもそれらに応じないことができる（応じなくてもその場に居続けられる）

という事態は、促しに応じない自由が確保されていることを示している。したがって、ど

のような配慮によって、働きかけがくり返し「失敗」できるようになっているのかを分析

することは、教育的意図の独特の位置づけを踏まえた働きかけがいかに可能になっている

のかを明らかにすることにつながる（青少年側から拒否感を出しやすくすることや、活動

をすみやかに閉じて日常的交流へ立ち戻るといったことも、くり返し働きかけが「失敗」

できる事態を支える配慮のひとつといえるだろう）。 

もっとも本稿は直接の促しというひとつの実践に注目したにすぎない。先述のように、

居場所施設で行われる教育的な働きかけは多数ある。直接の促し以外でも、働きかけに応
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じない自由がどのように確保されているのか、くり返しなされる「失敗」の事例を見るこ

とで明らかにできるだろう。 

さらに、困難さを伴う配慮をスタッフがどのように進めているのかも検討する必要があ

る。たとえば直接の促しの場合、拒否感の見取りという困難に対する二つの工夫は（自分

が促す側に立ちつつ他者の視点を取り入れるか、促す当事者から一歩引いた位置から関わ

るかという違いはあれども）、他のスタッフの関わりを視野に入れつつ自分の関わりを決

めていくという点で共通していた。拒否感の見取りにあたっては、このような意味での「連

携」（Y８）をしつつユースワークを進めることが重要と考えられるが、この「連携」はど

のように達成されているだろうか。本研究は促しの前・後という区別にもとづきスタッフ

の配慮を明らかにしてきたが、こうしたスタッフの関係性は、前・後という区別を越えて

配慮を支えるものといえる。こうした配慮を支えるスタッフ間の協働のあり方を明らかに

することは、働きかけに応じない自由の確保をいかにして達成しているのかを十全に把握

するうえで不可欠である。 

  

Ⅵ. 本研究の課題 

最後に、調査方針と調査方法から生じた三つの課題を挙げる。 

第一に、本研究ではスタッフに共通してみられる配慮を明らかにするという調査方針ゆ

えに、スタッフ間の葛藤・対立を考慮していない。しかしながらⅣ2(2)で登場する二人の

ワーカーが示しているように、インタビューからは、促しに向けて積極的に背中を押そう

とする意識の強いスタッフと、必ずしもそういう意識を強く持たないスタッフの両方がい

ることがうかがえた。こうした異なるスタイルを持ったスタッフがいることで、他者を視

野に入れつつ自分の関わりを作っていく際に、多様な見方の確保できる。だがその一方で

スタイルの違いゆえにどのような関わりを行うかで葛藤が生じることも考えられる。した

がって、スタッフがそれぞれの方針の違いとどのように向き合いながら「連携」してユー

スワークを進めているのか検討する必要がある。 

第二に、インタビューを通じて出てきた事柄が実際どのように成し遂げられているのか

を明らかにできていない。現場では、種々の制約からこれらの配慮を常に行いうるわけで

はないことが予想される。たとえばしばしば中高生たちは広報紙の制作のように、〆切が

定まった活動へ参加するが（FN220612）、そうした活動は途中で意欲の低下が見られても直

ちに活動を閉じることは困難である（Y13）。活動の性質などによって柔軟な先送りが容易

ではない場合、スタッフは先送りよりも意欲を高めるための配慮に力を入れると思われる

が、そのためにはどのようなことを行っているのだろうか。 

 第三に、参与観察を進める中で、促しに応じない自由の確保は、促した後だけでなく、

促す時点でどのように言い回しをデザインするかを通じて行われている可能性があること

が見えている。参与観察中、趣味でウクレレを弾いていると言った利用者に対して、スタ

ッフのひとりが「b-lab ウクレレ部あるよ！」と言う場面があった（FN220703）。この発話

は、文法的にはある事実を報告する形式だが、同時に活動への参加を誘うものとして聞く

こともできた。これは「ウクレレ部があるから入ってみない？」のように、イエスかノー

の返答を求める言い回しよりも、誘いに応じないことが容易にできるような形で組み立て

られているように思われる（誘いとして聞かず、部があるという事実に対して「へーそう
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なんだ」などとそっけなく返すことで暗に拒否感を伝えることができるというように）。以

上は、あくまでもその場に居合わせた者としての直観だが、仮にスタッフが言い回しの工

夫を通じても働きかけに応じない自由の確保を行っている可能性があるとすれば、今後は

発言のデザインに焦点を当てた研究も必要だろう。実際にスタッフがどのような言い回し

を用いているのかを再現することはインタビュー調査では困難なため、現地でどのような

促しが行われるかを記録・分析する必要がある。 
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